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　地方自治法第１９９条第４項の定期監査の結果に基づく措置の状況について、

から同法第１９９条第１４項の規定による通知があったので、当該措置の内容を別紙

のとおり公表する。
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   定期監査に係る措置状況について（通知） 

 

 地方自治法第 199条第 4項の定期監査の結果については、同条第 9項の規定

に基づき令和７年 10月 30日付、龍監第 35号により報告を受けたところで

す。 

当該報告において指摘事項等とされた事項については、別紙の措置を講じる

こととしたので、同条第 14項の規定に基づき通知します。 



指摘事項等について（指導課） 指摘事項等

区分負担金、補助及び交付金 龍ケ崎市教科指導委員会の普通預金口座は
解約し、過去に精算せずに保有していた残金
は、雑入として一般会計に入金した。今年度
から交付金としての交付を中止し、教科指導
委員会として研修等を実施する際は、性質に
合った歳出科目より支出し、公金外現金とし
ての取扱いは行わない。
今後このような事案が発生しないよう、指

摘内容を課内で十分理解するとともに、会計
事務への認識を深め、チェック体制の強化を
図る。
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対象部 対象課 確認した事実等 措置状況の内容等

過去において交付金の不適切な管
理、及び年度を跨いだ支出、更に目
的外の支出と思われるものがあっ
た。
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